
みずぼうそう予防接種について 

 

●実施期間  平成 26年 10月 1日から 

 

●対象者     

対象者 接種回数 

1歳から 3歳未満の方 3月以上の間隔をおいて 2回 

初回接種は生後 12 月～15 月の期間、2 回目は初回接種後 6 月～12 月までの間隔をおいて接種する事が望ましいと

されています。 

3歳から 5歳未満 ( 今までに 1 回も接種したことが無い人 ) 1回 

 

※任意接種として接種を受けたことがある人は、既に接種した回数分の接種を受けたものとみなします。 

例  ２回接種済みの人        → 接種の必要はありません。 

    １回接種(３歳未満の人)     → 残り１回接種してください。（１回目から３月以上の間隔をあける） 

    １回接種(３歳以上の人)     → 接種対象外 

 

●接種方法  予めご連絡の上、予診票及び予防接種券に必要事項を記入して下さい。 

            その際、必ず母子健康手帳と印かんをご持参のうえ、保護者が同伴してください。 

 

●接種料金  無料 

 

 

 

◆ご不明な点等ございましたら、ご連絡ください◆ 

 


